
令和８年５月

宮城県警察本部
生活安全企画課

問い合わせ先 ☎ 宮城県警察本部 ０２２-２２１-７１７１（代表）
担当 生活安全企画課 犯罪抑止対策係 （内線3034～3037）

※ 問い合わせは平日の午前８時３０分～午後５時までとなります。

問い合わせ先 ☎ 宮城県警察本部 ０２２-２２１-７１７１（代表）
担当 生活安全企画課 犯罪抑止対策係 （内線3034～3037）

※ 問い合わせは平日の午前８時３０分～午後５時までとなります。

宮城県警察では、令和８年６月１日（月）から「特殊詐欺電話撃退装
置等」を購入した方に対して補助金の交付事業の受付を開始します。

対象となる電話機は、令和８年４月１日以降に購入し
たもので、 電話をかけてきた相手に対して「録音をし
ます」等の警告メッセージを発する機能と通話内容を
自動で録音する機能の２つを持つ固定電話機です。
または同様の機能を持つ固定電話機に外付けでき
る機器です。
詳しくは宮城県警のホームページに対象となる機器
の一例を掲載しています。

補助金の対象となる方は

宮城県内に住所があり、かつ、居住している方
で、申請年度内に年齢が満６５歳以上
の方が対象です。

私は補助金の対象になるの？

どの電話機が対象になるの？

補助金額は対象機器購入費の２分の１（１００円未満は切り捨て）で上限は
７，０００円です。申請要件や申請方法などの詳しい情報は、宮城県警のホーム
ページ又は下記の問い合わせ先までご連絡ください。
※ 補助金の予算には限りがございます。お早めの申請をお願いします。

撃退装置等購入補助金交付事業
今年も始まります！


